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＜対策のポイント＞
国内で唯一自給可能な穀物である米を原料とした米粉の利用拡大に向け、消費・流通・生産それぞれの段階における取組を集中的に支援します。

＜事業目標＞
米粉用米の生産を拡大（米粉用米13万t［令和12年度まで］）

＜ 事 業 の内容＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞

【令和５年度補正予算額 ２,000百万円】

［お問い合わせ先］ 農産局穀物課（03-6744-2517）

国産米粉の特徴を活かした商品開発

国産米粉・加工品の増産体制の整備

＜米粉製粉工場＞ ＜米粉製造機械＞

国産米粉の特徴を活かした新商品の開発、米・米粉製品の利用拡大に向けた
情報発信、需要の拡大に対応するための製造能力強化に向けた取組を、集中的
に支援します。

１．米粉商品開発等に対する支援

米粉の利用拡大を推進するために必要な国産の米粉や米粉を原材料とする
商品開発とその製造・販売に係る取組等を支援します。
 （例）●米粉の特徴を活かした新商品の開発

●製造等に必要な機械の開発、導入

2. 米・米粉消費拡大に向けた支援
国内で自給可能な米・米粉や米粉製品の利用拡大に向けた情報発信等の取組

 を支援します。

３．米粉製品製造能力強化等に対する支援
 製粉企業・食品製造事業者の施設整備、製造ラインの増設等、米粉の需要

創出・拡大に必要な取組を支援します。

＜事業の流れ＞
定額

民間団体
1/2

国

製粉企業
食品製造事業者

民間団体
定額、1/2

（２、３の事業）

（１の事業）

国産米粉の普及のための情報発信

米・米粉
普及イベント

広告 外食事業者等
とのコラボ

SNSによる
情報発信

米・米粉や米粉製品の利用拡大に向けた
情報発信等の取組を支援

（イメージ）

めん類

米粉の新商品開発費 米粉の新商品開発に
必要な機械の導入

新商品PR費
（宣伝広告費等）

菓子類

パン類

（参考資料） 米粉の利用拡大支援対策事業
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

（参考資料）米の需要拡大
【令和６年度予算概算決定額 27（23）百万円】の内数

＜対策のポイント＞
 米の１人当たり消費量の減少傾向に歯止めをかけるため、中高年層をターゲットとした、米の機能性など「米と健康」に着目した調査・広報や、
米の付加価値向上・流通合理化のモデルの創出等、新たな米の需要創造につながる取組を支援します。
＜事業目標＞
米の需要拡大（消費量51㎏/年・人［R12年度］）

１．米需要創造推進事業
米の一人当たり消費量の減少率の大きい、中高年層をターゲットとした、
新たな米の需要創造のため、米の機能性など米と健康に着目した調査・
広報を支援します。

２．稲作農業の体質強化総合対策事業のうち米の付加価値向上・流通合理化支援                                                            
多様な消費者・実需者ニーズに適応するため、生産から消費に至るまで
の情報の連携（スマート・オコメ・チェーン）による米の付加価値向上・
流通合理化モデル創出に向けた取組等を支援します。

＜事業の流れ＞

国 民間団体等
定額

米と健康に着目した調査・広報支援

米の機能性など米と健康に着目した調査等、新たな米の需要創造につながる調査・広報を支援

「⾷料・農業・農村基本計画」に基づき、米の機能性など「米と健

康」に着目した情報発信、生産から消費に至るまでの情報の連携
による米の付加価値向上等、⽶の１⼈当たり消費量の減少傾向に
⻭⽌めをかける取組を⽀援します。

米の付加価値向上・流通合理化支援

［お問い合わせ先］農産局穀物課 （03-6744-2184）

学術会議 マスコミ活用

パンフレット ウェブサイト

スマート・オコメ・チェーンを活用した、
米の付加価値向上・流通合理化の
モデル創出に向けた関係者による
データ連携の実証
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（参考資料） 米穀周年供給・需要拡大支援事業

【令和６年度予算概算決定額 5,033 （5,033）百万円】
＜対策のポイント＞
生産者、集荷業者・団体の自主的な取組により需要に応じた生産・販売が行われる環境を整備し、産地の判断により、主食用米を長期計画的に販売する

取組や海外用など他用途への販売を行う取組等を実施する体制を構築するため、民間主導のコメの周年供給・需要拡大等に対する取組を支援します。

＜事業目標＞
生産者、集荷業者・団体による自主的な経営判断や販売戦略に基づく、需要に応じた米の生産・販売の実現

＜ 事 業 の内容＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞

１．業務用米、新市場開拓用米等の安定取引拡大支援

産地と中食・外食事業者等との安定取引を拡大するため、民間団体等が行う
業務用米の生産・流通の拡大に向けた展示商談会、新たな需要拡大に向けた
商品開発・販売促進、海外業務用需要などの新たな市場開拓に必要な取組等
を支援します。

２．周年供給・需要拡大支援

産地において、あらかじめ生産者等が積立てを行い、以下の取組を実施する
場合に支援します。

① 主食用米を翌年から翌々年以降に長期計画的に販売する取組（播種前契
約、複数年契約の場合は追加的に支援）

② 主食用米を海外向けに販売する際の商品開発、販売促進等の取組
③ 主食用米を業務用向け等に販売する際の商品開発、販売促進等の取組
④ 主食用米を非主食用へ販売する取組

１．業務用米、新市場開拓用米等の安定取引拡大支援

２．周年供給・需要拡大支援

［お問い合わせ先］農産局企画課（03-6738-8974）

全国事業

産地事業

〔セミナー〕 〔展示商談会〕 〔個別商談会〕

生産者等

国

拠出

拠出

拠出
定額、※1/2以内

集荷業者・団体

※ 値引きや価格差補塡のための費用は支援の対象外。

生産者等

生産者等

産地自らの
自主的な取組
①~④積立て

＜事業の流れ＞

国

集荷業者・団体

民間団体等
定額

1/2以内

（１の事業）

（２の事業）

定額
1/2以内
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（参考資料）
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